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第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱

防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は次のとおりとします。

１ 地方公共団体

機関名 処理すべき事務又は業務

県

（警察含む）

高知県の地域に係る以下の事項

(1) 県地域防災計画の作成及びこれに基づく対策の実施

(2) 防災に関する組織の整備

(3) 防災知識の普及、教育及び防災訓練の実施

(4) 自主防災組織の育成支援、その他住民の自発的な防災活動の促進

(5) 防災に必要な物資及び資材の備蓄、整備及び点検

(6) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検

(7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報

(8) 市町村が実施すべき避難の指示及び避難所の開設の代行

(9) 水防その他応急措置、市町村が実施すべき応急措置の代行

(10) 被災者の救助及び救護活動

(11) 緊急輸送の確保

(12) 食料、医薬品、その他物資の確保

(13) 災害時の交通規制、社会秩序の維持、保健衛生及び応急教育の確保

(14) 防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整

(15) その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置

(16) 災害復旧・復興の実施

市町村

（消防含む）

各市町村の地域に係る以下の事項

(1) 市町村地域防災計画の作成及びこれに基づく対策の実施

(2) 防災に関する組織の整備

(3) 防災知識の普及、教育及び防災訓練の実施

(4) 自主防災組織の育成、その他住民の自発的な防災活動の促進

(5) 防災に必要な物資及び資材の備蓄、整備及び点検

(6) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検

(7) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報

(8) 避難の指示及び避難所の開設

(9) 消防、水防その他応急措置

(10) 被災者の救助及び救護活動

(11) 緊急輸送の確保

(12) 食料、医薬品、その他物資の確保

(13) 災害時の保健衛生及び応急教育

(14) その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置

(15) 災害復旧・復興の実施
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２ 指定地方行政機関

中国四国管区

警 察 局

四国警察支局

(1) 管区内各県警察の災害警察活動に係る相互援助の指導及び調整

(2) 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携

(3) 管区内各県警察及び管区内防災関係機関等からの災害情報の収集及

び連絡

(4) 警察通信の確保及び統制

(5) 管区内各県警察への気象警報等の伝達

四 国 財 務 局

高知財務事務所

(1) 公共土木施設災害復旧事業費査定立会

(2) 農林水産業施設に関する災害復旧事業費査定立会

(3) 災害時における金融情勢等の調査及び必要と認められる範囲内で次

の事項の実施を要請

①預貯金の払戻及び中途解約

②手形交換、休日営業等の配慮

③応急資金に係る融資相談

④保険金の支払の迅速化及び保険料の払込猶予

⑤その他非常金融措置

(4) 地方公共団体の災害復旧事業債の貸付け

(5) 地方公共団体に対する短期資金の貸付け

(6) 災害応急措置等の用に供する場合の国有財産の貸付け

四 国 厚 生

支 局

(1) 独立行政法人国立病院機構等関係機関との連絡調整

中 国 四 国

農 政 局

(1) 海岸保全施設整備事業、農地防災事業及び地すべり防止対策事業に

よる農地、農業用施設等の防護

(2) 農地保全施設又は農業水利施設の維持管理の指導

(3) 農作物等に対する被害防止のための営農技術指導

(4) 農作物、農地、農業用施設等の被害状況の把握、営農資材の供給及

び病害虫防除所及び家畜保健衛生所の被害状況の把握

(5) 農地、農業用施設等に係る災害復旧事業等の支援

(6) 被害農林漁業者が必要とする天災融資法に基づく天災資金、日本政

策金融公庫資金等の融資に関する指導

(7）応急用食料・物資の供給に関する支援

四 国 森 林

管 理 局

(1) 森林整備事業の実施並びに林野の保全に係る地すべり防止等の治山

事業の実施

(2) 保安林（国有林）の整備保全

（3）災害応急対策用木材（国有林）の供給

(4) 民有林における災害時の応急対策等

四 国 経 済

産 業 局

(1) 被災商工業、鉱業等の事業者の業務の正常な運営の確保

(2) 災害時における防災関係物資の適正な価格による円滑な供給の確保

(3) 災害時における電気、ガス、石油製品事業にかかる応急対策等
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高知労働局

(5) 労働条件の確保に向けた総合相談

(6) 事業場の閉鎖等による賃金未払労働者に対する未払賃金立替払

(7) 被災労働者に対する労災保険給付

(8) 労働保険料の納付に関する特例措置

(9) 雇用保険の失業認定に関すること

(10) 被災事業所離職者に対する求職者給付に関すること

四 国 地 方

整 備 局

(1) 直轄河川、海岸、砂防、ダム、道路等の施設の保全及びその災害復旧

(2) 水防警報指定河川について、水防警報の発表、伝達

(3) 洪水予報指定河川について、洪水予報の発表、伝達

(4) 直轄河川の水質事故対策、通報等

(5) 直轄ダムの放流等通知

(6) 港湾、海岸、空港の建設、改良による災害防止

(7) 港湾、海岸、空港の災害応急対策

(8) 港湾、海岸、空港の災害復旧事業及び排出油の防除

(9) 災害関連情報の伝達及び提供

(10) 防災知識の普及、啓発活動及び防災訓練の実施

(11) 公共土木施設の応急対策及び復旧、地域の復興等に関する応援及び

支援

(12) 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等の被災地方公共団体への派遣

中国四国

防 衛 局

(1) 災害時における防衛省本省及び自衛隊との連絡調整

(2) 災害時における米軍部隊との連絡調整

中国四国地方

環 境事務 所

(1) 環境保全上緊急に対応する必要のある有害物質等の発生等による汚

染状況の情報収集及び提供

(2) 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集・伝達

(3) 家庭動物の保護等に係る支援に関すること

国土地理院

四 国 地 方

測 量 部

(1) 災害時における情報の収集及び伝達における地理空間情報活用の支

援・協力

(2) 防災関連情報の提供及び利活用の支援・協力

(3) 地理情報システム活用の支援・協力

(4) 国家座標に基づく位置情報の基盤形成のため、必要に応じて国家基

準点の復旧測量、地図の修正測量の実施

(5) 公共基準点の復旧測量、地図の修正測量など公共測量の実施におけ

る測量法に基づく実施計画書への技術的助言

(6) 地理空間情報の整備及び利活用促進に関する支援・助言
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３ 自 衛 隊

(1) 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集

(2) 県、市町村が実施する防災訓練への協力

(3) 災害派遣の実施

（被害状況の把握、避難の援助、避難者等の捜索及び救助、水防活動、消防活動、

道路の啓開、応急医療、救護及び防疫、通信支援、人員及び物資の緊急輸送、給

食、給水及び入浴支援、宿泊支援、危険物の保安及び除去）

(4) 防衛省の管理に属する物品の災害救助のための無償貸与及び譲与
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５ 指定地方公共機関

四国ガス㈱

(一社)高知県

ＬＰガス協会

(1) ガス施設の保全、保安

(2) ガスの供給

(3) 避難所への支援

㈱ 高 知 放 送

㈱テレビ高知

高知さんさん

テ レ ビ ㈱

㈱エフエム高知

(1) 気象警報等の放送

(2) 災害時における広報活動

(3) 県民に対する防災知識の普及

(4) 県民に対する災害応急対策等の周知徹底

(5) 生活情報、安否情報の提供

土佐くろしお

鉄 道 ㈱

(1) 鉄道施設等の保全

(2) 救助物資及び避難者の輸送の協力

と さ で ん

交 通 ㈱

(一社)高知県

バ ス 協 会

(1) 災害時における軌道又は旅客自動車による救助物資並びに避難者

等の輸送の協力

(一社)高知県

トラック協会

(1) 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力

(一社)高知県

医 師 会

(1) 災害時における医療救護活動

(2) 大規模災害時における「高知県災害時医療救護計画」に基づく各

郡市医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会及び県救急

医療情報センターと協力した医療救護活動

(一社)高知県

建設業協会

(1) 災害時における公共土木施設及び公共施設等に関する応急対策

業務への協力

(公財)高知

県消防協会

(1) 防災・防火思想の普及

(2) 消防団員等の教養・訓練及び育成

(3) 要配慮者等の避難支援への協力

(公社)高知

県看護協会

(1）災害時における看護活動及び要配慮者等の健康対策

(2) 大規模災害時における「高知県災害時医療救護計画」に基づく県

医師会、各郡市医師会、県歯科医師会、県薬剤師会及び県救急医

療情報センターと協力した医療救護活動

(社福)高知

県社会福祉

協議会

(1) 要配慮者等に関する地域の防災対策への協力

(2) 災害時における福祉施設の人材確保の協力

(3) 災害時におけるボランティア活動

(4) 生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付

(5) 高知県災害福祉支援ネットワーク会議事務局の運営

(株)高知新聞社

(1) 県民に対する防災知識の普及

(2) 災害時における広報活動

(3) 災害時における生活情報、安否情報の提供



21

第１編第４章

- 20 -

５ 指定地方公共機関

四国ガス㈱
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(2) ガスの供給
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郡市医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会及び県救急

医療情報センターと協力した医療救護活動

(一社)高知県

建設業協会

(1) 災害時における公共土木施設及び公共施設等に関する応急対策

業務への協力

(公財)高知

県消防協会

(1) 防災・防火思想の普及

(2) 消防団員等の教養・訓練及び育成

(3) 要配慮者等の避難支援への協力

(公社)高知

県看護協会

(1）災害時における看護活動及び要配慮者等の健康対策

(2) 大規模災害時における「高知県災害時医療救護計画」に基づく県

医師会、各郡市医師会、県歯科医師会、県薬剤師会及び県救急医

療情報センターと協力した医療救護活動

(社福)高知

県社会福祉

協議会

(1) 要配慮者等に関する地域の防災対策への協力

(2) 災害時における福祉施設の人材確保の協力

(3) 災害時におけるボランティア活動

(4) 生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付

(5) 高知県災害福祉支援ネットワーク会議事務局の運営

(株)高知新聞社

(1) 県民に対する防災知識の普及

(2) 災害時における広報活動

(3) 災害時における生活情報、安否情報の提供
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第８節 ライフライン等の対策

１ 電 力

○水力発電設備、送電設備、変電設備、配電設備等については、平時から災

害を考慮した対策を講じます。

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害復旧用資機材（移動用変圧器、発電機車等）を確保するとともに、緊

急時の輸送体制を整備します。

○避難施設、公共機関、病院等への優先復旧について計画を策定します。

○施設、設備等の管理図書の分散、整備を図ります。

２ ガ ス

（１）都市ガス

○新規埋設する管は、耐震性に優れ、耐食性の高いものに富む素材としま

す。また経年管についても計画的に更新します。

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害復旧用資機材・車両等の確保や緊急時の輸送体制を確保します。

○重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の、臨時供給方法に

ついてあらかじめ計画を策定します。

○施設、設備等の管理図書の分散、整備を図ります。

（２）ＬＰガス

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○事業所の耐震化、浸水対策、ＬＰガス容器の流出防止対策に努めます。

○ＬＰガス容器について、転倒流出防止措置及びガス漏えい防止措置を実

施します。

３ 上水道

○管路の多重化等によりバックアップ体制を構築します。

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害時に必要な応急給水に使用する給水車、給水タンク、その他資機材等

の整備を図ります。

○施設、設備等の管理図書の分散、整備を図ります。

各施設管理者は、洪水、地震・津波に対する機能維持を図ります。

さらに、応急復旧体制の整備を図ります。

また、道路と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との

連携体制の整備・強化を図ります。
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４ 下水道

○特に重要な管路については、バックアップ機能の導入を検討します。

（施設の複数化や雨水管渠の活用等）

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害時に必要な応急復旧資機材を備蓄、整備し、輸送体制を確保します。

○施設、設備等の管理図書の分散、保管を図ります。

５ 工業用水道

○管路の保安対策、バックアップ機能を検討、導入します。

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害時に必要な応急復旧資機材を備蓄、整備し、輸送体制を確保します。

○施設、設備等の管理図書の分散、整備を図ります。

６ 通 信

○通信施設の建設に際しては、災害を考慮した対策を講ずるものとし、主要

な伝送路は多ルート化を図ります。

○被災状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備に努めます。

○災害時に必要な応急復旧資機材を備蓄、整備し、輸送体制を確保します。

○施設、設備等の管理図書の分散、整備を図ります。
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第９節 火災予防対策（詳細は火災及び事故災害対策編第１章）

１ 地域や職場における消火・避難訓練

○家庭や職場における火災の防止、初期消火、避難・誘導について講習会や

訓練により徹底を図ります。

（市町村、消防機関）

２ 民間防火組織の育成

○自主防災組織、女性防火クラブ、幼年少年消防クラブの育成を図ります。

（市町村、消防機関）

３ 予防査察の強化と建築物の不燃化の促進

○計画的に予防査察を実施し、火災発生の危険がある個所を明らかにし、火

災の未然防止を図ります。

（消防本部等）

○建築物の不燃化を促進します。

（県、市町村、消防本部等）

４ 消防力の強化

○災害発生時に、現有消防力を最大限に活用し、被害を最小限に軽減するこ

とを目的とする総合的な消防計画を策定します。

○消防計画策定にあたっては、特に次の点に注意するものとします。

◇教育訓練計画（消防職員及び消防団員の教育訓練）

◇情報計画（災害状況の把握及び関係機関への報告・通報）

◇避難計画（関係機関と連携した避難の誘導）

◇消火計画（自主防災組織など地域住民と連携した消火）

◇救助救急（自主防災組織など地域住民と連携した救助救命）

５ 消防の広域化

今後人口減少が進行する中にあっても、必要な消防力の維持及び確保を図る

ことを目的として、県一消防広域化の取り組みを推進します。

（県、市町村、消防本部)

地域や職場における消火・避難訓練を推進するとともに、民間防火組織の

育成を図ります。

また、予防査察の強化及び建築物の不燃化の促進を図ります。

さらに、地震発生時に現有消防力を最大限に活用できるように、消防力の

強化を図ります。
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その際には、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を行います。

（市町村）

（５）個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支

援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わ

る関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の

避難支援体制の整備など、必要な配慮を行います。

（市町村）

（６）地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する

場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努めます。

また、訓練等により、両計画の一体的な運用が図られるよう努めます。

（市町村）

（７）安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から避難所

へ移送する方法等についてあらかじめ定めるよう努めます。

（市町村）

（８）県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、研修会を実施

するほか、個別に支援する等きめ細やかな支援を行います。

（県）

（９）県は、市町村が実施する在宅の要配慮者及び避難行動要支援者への支援

が円滑に行われるよう支援します。

（県）

２ 社会福祉施設等における防災対策
（１）実態把握と継続的な防災対策

〇安全対策シート等により施設の防災対策の実態を把握します。
○関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体

的な計画を作成し、防災対策に取り組みます。
○実態を把握したうえで、防災上の課題について優先順位を整理のうえ、

防災対策マニュアルを整備し、防災対策に取り組みます。
〇職員一人ひとりが災害時に適切な行動がとれるように、職員全員が参加
した訓練の実施等の防災対策に継続的に取り組みます。
（施設管理者）

（２）施設・設備の安全確保対策

○施設の耐震化に努めます。

〇津波による浸水のおそれのある地域に所在する施設は高台への移転等を

検討します。
○立地環境、建物の構造及び入居者の状況等を踏まえた適切な安全確保対

策を実施します。

◇火災報知器、スプリンクラー、緊急地震速報受信機等の整備

◇非常用電源、備蓄物資及び防災用資機材の設置場所の嵩上げ等

◇垂直避難のための器具、救難艇、ライフジャケット等の設備

など
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第７節 自発的な支援を受け入れるための環境整備

１ 関係者相互の連携の強化

○ＮＰＯ、ボランティア団体、社会福祉協議会、日本赤十字社、行政など災

害発生時に連携する必要のある関係者で、定期的に、災害発生時の役割分

担など応急対策事項に関して協議を行います。

２ 自発的な支援を担う人材の育成

○ボランティアリーダーやボランティアコーディネーターなど自発的な支援

を担う人材の育成を行います。

（日本赤十字社、社会福祉協議会、県、市町村）

３ ボランティアの受入れと活動支援

○高知県社会福祉協議会は、災害発生時に、市町村の災害ボランティアセン

タ－が活動しやすい環境をつくるための後方支援を行う、「高知県災害ボ

ランティア活動支援本部（県域支援本部）」を設置します。

〇大規模災害の発生時には、県及び高知県社会福祉協議会が締結した協定書

に基づく県域支援本部を設置の上、連携・協力して県下の防災ボランティ

ア活動の後方支援に努めます。

①組織員（高知県社会福祉協議会、ＮＰＯ高知市民会議、日本赤十

字社高知県支部などの災害ボランティア関係団体）

②活動内容

大規模災害時には、本来なら自ら実施すべきことが、被災したために実施

できなくなる場合があります。

そうした場合には、被災していない方やボランティアなどの自発的な支援

が被災した方々の大きな助けとなります。

災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、NPO等の支援団体の

調整を行う災害中間支援組織（NPO・ボランティア等の活動支援や活動調整

を行う組織）の設置に向け、高知県社会福祉協議会と連携しながら取り組ん

でいきます。また、災害ボランティアセンター等との役割分担等をあらかじ

め定めるなど円滑な被災者支援に努めます。

こうしたボランティア等の自発的な支援が円滑に実施されるような環境

整備を進めます。

高知県災害ボランティア活動支援本部

行政の災害対策本部等と連携・協力し、次の活動を行いま

す。

◇被災状況、被災地の市町村ボランティアセンター、行



48- -



49- - - -



50- -



51- - - -



52- -



53- - - -



54

第２編第３章

- 54 -

避難開始のサイン

目印に階段の３段目をペイントします。

（１）住民は、自主防災組織の取り組みなどを通じ、避難開始のサインづくり

を進めます。

○過去に実際に起きた災害の体験などから住民同士で話し合って避難開始

のサインをつくります。

災害の体験など

○避難開始のサインは、地域に周知します。

○災害時に確認するための「サイン」を、水路などに取り付けます。

（２）市町村及び防災施設の管理者は、住民のサインづくりを支援します。

○避難開始のサインの設定に対する助言

○「サイン」取り付けへの協力

（市町村、防災施設管理者）

◇過去の洪水の浸水位、雨量

◇土砂災害が起きたときの雨量

◇津波が来た位置を示す石碑

◇災害の前兆現象（沢の濁りや落石など）

◇防災関係機関の助言

・河川など施設管理者の助言

・防災関係機関の調査（津波浸水予測など）

・気象警報

・土砂災害警戒情報

・指定河川（物部川・仁淀川・四万十川）洪水予報

・ハザードマップ等の広報資料
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避難開始のサイン

目印に階段の３段目をペイントします。

（１）住民は、自主防災組織の取り組みなどを通じ、避難開始のサインづくり

を進めます。

○過去に実際に起きた災害の体験などから住民同士で話し合って避難開始

のサインをつくります。

災害の体験など

○避難開始のサインは、地域に周知します。

○災害時に確認するための「サイン」を、水路などに取り付けます。

（２）市町村及び防災施設の管理者は、住民のサインづくりを支援します。

○避難開始のサインの設定に対する助言

○「サイン」取り付けへの協力

（市町村、防災施設管理者）

◇過去の洪水の浸水位、雨量

◇土砂災害が起きたときの雨量

◇津波が来た位置を示す石碑

◇災害の前兆現象（沢の濁りや落石など）

◇防災関係機関の助言

・河川など施設管理者の助言

・防災関係機関の調査（津波浸水予測など）

・気象警報

・土砂災害警戒情報

・指定河川（物部川・仁淀川・四万十川）洪水予報

・ハザードマップ等の広報資料

- -
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風水害時等の配備基準及び動員体制 （別表）

（注１）風水害関係課：治山林道課、漁港漁場課、河川課、防災砂防課、道路課、公園上下水

道課、港湾・海岸課

○各部局の動員体制については、参集基準ごとに、実施事項を円滑に行うために必要な人員を

年度当初に定めるものとします。（本部連絡員が４月末日までに危機管理・防災課に報告）

○各部局は、動員体制と分掌事務について該当職員に周知するものとします。

配備体制 配 備 基 準 動 員 体 制 実 施 事 項

第１配備

警戒体制

県内に気象等警報が

発表されたとき

○危機管理・防災課、南海

トラフ地震対策課、消防

政策課

○風水害関係課（注１）

○風水害関係課が定める

出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起

第２配備

警戒本部

体 制

台風が接近するなど

厳重な警戒が必要な

とき

○危機管理・防災課、南海

トラフ地震対策課、消防

政策課

○本部連絡員

○風水害関係課

○風水害関係課が定める

出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起

○被害の発生を防ぐ応急対策

の実施

第３配備

災害対策

本部体制

台風や集中豪雨等に

より下欄に該当する

被害の発生がほぼ確

実であるとき

○本部長及び副本部長

○本部員

○災害対策本部事務局

○本部連絡員

○各部局が定める関係課室

及び出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起及び

被害状況の調査・報告

○被害の発生を防ぐ応急対策

の実施

第４配備

災害対策

本部体制

○被災区域が市町村

域を超え広域に渡

る場合

○被災規模が大きく

当該市町村のみで

は処理することが

困難と認められる

場合

高知県災害対策本部規程第

５条別表４に定められてい

る分掌事務を実施するため

に必要な人員

高知県災害対策本部規程第５

条別表４に定められている分

掌事務
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風水害時等の配備基準及び動員体制 （別表）

（注１）風水害関係課：治山林道課、漁港漁場課、河川課、防災砂防課、道路課、公園上下水

道課、港湾・海岸課

○各部局の動員体制については、参集基準ごとに、実施事項を円滑に行うために必要な人員を

年度当初に定めるものとします。（本部連絡員が４月末日までに危機管理・防災課に報告）

○各部局は、動員体制と分掌事務について該当職員に周知するものとします。

配備体制 配 備 基 準 動 員 体 制 実 施 事 項

第１配備

警戒体制

県内に気象等警報が

発表されたとき

○危機管理・防災課、南海

トラフ地震対策課、消防

政策課

○風水害関係課（注１）

○風水害関係課が定める

出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起

第２配備

警戒本部

体 制

台風が接近するなど

厳重な警戒が必要な

とき

○危機管理・防災課、南海

トラフ地震対策課、消防

政策課

○本部連絡員

○風水害関係課

○風水害関係課が定める

出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起

○被害の発生を防ぐ応急対策

の実施

第３配備

災害対策

本部体制

台風や集中豪雨等に

より下欄に該当する

被害の発生がほぼ確

実であるとき

○本部長及び副本部長

○本部員

○災害対策本部事務局

○本部連絡員

○各部局が定める関係課室

及び出先機関

○関係機関等への情報の提供

○管理施設への注意喚起及び

被害状況の調査・報告

○被害の発生を防ぐ応急対策

の実施

第４配備

災害対策

本部体制

○被災区域が市町村

域を超え広域に渡

る場合

○被災規模が大きく

当該市町村のみで

は処理することが

困難と認められる

場合

高知県災害対策本部規程第

５条別表４に定められてい

る分掌事務を実施するため

に必要な人員

高知県災害対策本部規程第５

条別表４に定められている分

掌事務

- -
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第６節 防災中枢機能の確保、充実

１ 防災中枢機能の確保、充実に努めます。

○施設、設備の整備及び安全性の確保

○総合防災機能を有する拠点・街区の整備

○適切な備蓄・調達及び輸送体制

○通信途絶時に備えた非常用通信手段の確保

２ 停電時の利用

○災害応急対策にかかる機関は、保有する施設、設備について自家発電施設

等の整備を図り、停電時でも発災後 72 時間の事業継続が可能となるよう努

めます。

その際、十分な期間の発電が可能となるような燃料（軽油、ガソリン、Ｌ

Ｐガスなど）の備蓄に努めます。

（すべての防災関係機関、救急医療を担う医療機関）

○自家発電設備の補助として太陽光発電設備や蓄電池を整備することで、レ

ジリエンスの強化に努めます。

○県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から

円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要配慮者に関わる社会

福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有す

る施設の非常用電源の設置状況、最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規

格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努めます。

○県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した病院、要配

慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に

係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況等を踏まえ、これらの施

設の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握を

行い、電源車等の配備先の候補案を作成するよう努めます。

○県は、国〔経済産業省〕、電気事業者等と調整を行い、電源車等の配備先

を決定し、電気事業者等は、電源車等の配備に努めるものとします。

３ 県の防災中枢機能

○県は、本庁舎に情報収集のための設備など総合的な機能を有する防災作戦

室を整備し、災害応急対策の拠点とします。

○県は、本庁舎が被災しても、「高知県総合防災情報システム」が機能を失

わないシステムを構築します。

防災中枢機能の確保・充実を図ります｡また、施設、設備の停電時の利用

を可能にします。
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第２節 災害時医療対策

１ 災害医療救護体制の整備

（１）大規模災害時に、「高知県災害時医療救護計画」を実効性のあるものに

するため、県は関係者への周知徹底や防災訓練を実施し、常に内容に検

討を加えるものとします。

（２）市町村は、次の事項を実施し、市町村地域防災計画にも規定します。

◇医療救護活動及び医療救護施設の整備について、地域の実情に合わせた

災害医療救護計画を策定します。

◇医療救護所、救護病院等を指定し、医療機関管理者等と協議して、それ

ぞれの機能の確保に努めます。

◇地域の医療関係団体や自主防災組織との連携に努めます。

◇医療救護所等を設置する場所を、平時から住民に周知します。

◇応急手当等の家庭看護の普及を図ります。

◇県及び市町村の災害医療救護計画について関係者に周知します。

「高知県災害時医療救護計画」に基づいた医療活動が実施できるよう研修

会、防災訓練、資機材の整備などを進めます。

災害医療救護体制とは

災害により医療機関が被災するとともに、多数の負傷者が発生すると

き医療の途を失った者に、県及び市町村が医療機関と連携して医療等を

提供しようとするものです。

○市町村

◇直接地域住民の生命、健康を守るための医療救護活動を行います。

◇医療救護所等において、中等症患者及び重症患者への応急処置及び軽

症患者に対する処置を行います。

◇救護病院において、医療救護所で対応できない重症患者及び中等症患

者の処置及び収容を行います。

○県

◇市町村で対応できない広域的な医療救護活動を行います。

◇医療救護活動を円滑に実施するため、県内の保健・医療の調整等を行

う高知県保健医療調整本部及び高知県保健医療調整支部を設置します。

◇災害拠点病院において、救護病院で処置が困難な重症患者の処置、

収容及び重症患者の広域医療搬送の手配を行います。

◇医療従事者の派遣、医薬品等の供給の調整など、各医療機関や市町村の

医療救護活動の支援を行います。
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第２節 気象警報等の伝達

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

２－１ 気象警報等

（１）気象警報等の発表

○高知地方気象台は、市町村の迅速かつ適切な避難指示等の発令、住民の

適切な避難行動に繋がるよう警報等の伝達内容について、あらかじめ定

めます。

○高知地方気象台は、県、市町村、住民等に災害の発生の危険性が的確に

伝わるよう、５段階の警戒レベル（相当情報）により防災情報を提供す

るとともに、過去の類似の風水害や、記録的な大雨となっていることを

示すなど、伝達内容の工夫に努め、住民の自発的な避難判断等を促すも

のとします。

○高知地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が発生す

るおそれがある場合には、警報等を県内の市町村ごとに発表して注意

を喚起し、警戒を促します。また、大雨や洪水などの警報・注意報が発

表された場合のテレビやラジオの放送などでは、重要な内容を簡潔か

つ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域

の名称を用いる場合があります。

（２）警報等の種類と発表基準（別表１）

○注意報

県内のいずれかの地域において災害が発生するおそれがある場合に発

表されます。

○警報

県内のいずれかの地域において重大な災害が発生するおそれがある場

合に発表されます。

○特別警報

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害の起

こるおそれが著しく高まっている場合に発表されます。

○気象情報

顕著な現象が予想される場合に発表する予告的情報と、注意報・警報

が発表されている場合などに注意報・警報の内容を補完するために発

表する補完的情報があり、台風や大雨、記録的短時間大雨情報や竜巻

注意情報等があります。

県、市町村及び防災関係機関は、高知地方気象台から発表される気象警報

等を予め定めた伝達系統で関係機関及び住民に伝達、周知します。
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第２節 気象警報等の伝達

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

２－１ 気象警報等

（１）気象警報等の発表

○高知地方気象台は、市町村の迅速かつ適切な避難指示等の発令、住民の

適切な避難行動に繋がるよう警報等の伝達内容について、あらかじめ定

めます。

○高知地方気象台は、県、市町村、住民等に災害の発生の危険性が的確に

伝わるよう、５段階の警戒レベル（相当情報）により防災情報を提供す

るとともに、過去の類似の風水害や、記録的な大雨となっていることを

示すなど、伝達内容の工夫に努め、住民の自発的な避難判断等を促すも

のとします。

○高知地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって、災害が発生す

るおそれがある場合には、警報等を県内の市町村ごとに発表して注意

を喚起し、警戒を促します。また、大雨や洪水などの警報・注意報が発

表された場合のテレビやラジオの放送などでは、重要な内容を簡潔か

つ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域

の名称を用いる場合があります。

（２）警報等の種類と発表基準（別表１）

○注意報

県内のいずれかの地域において災害が発生するおそれがある場合に発

表されます。

○警報

県内のいずれかの地域において重大な災害が発生するおそれがある場

合に発表されます。

○特別警報

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害の起

こるおそれが著しく高まっている場合に発表されます。

○気象情報

顕著な現象が予想される場合に発表する予告的情報と、注意報・警報

が発表されている場合などに注意報・警報の内容を補完するために発

表する補完的情報があり、台風や大雨、記録的短時間大雨情報や竜巻

注意情報等があります。

県、市町村及び防災関係機関は、高知地方気象台から発表される気象警報

等を予め定めた伝達系統で関係機関及び住民に伝達、周知します。

- -
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第３節 情報の収集・伝達

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

３－１ 県の情報収集・伝達活動

（１）県の情報収集・伝達活動

○被害状況は「高知県総合防災情報システム」によって収集し、その情

報は市町村、消防機関と共有されます。また、国、公共機関（鉄道事

業者、高速道路事業者、空港事業者、電気通信事業者等）と横断的に

共有すべき防災情報は、総合防災情報システム（SOBO-WEB）とシス

テム連携により、共有します。加えて、防災行政無線システム等によ

り国をはじめ各防災関係機関へ速やかに情報を伝達します。

（２）被害状況の把握

○県は、次の活動により被災地や被害規模等の把握に努めます。

◇市町村からの報告（消防機関への通報状況を含む）

◇警察本部からの情報入手

◇防災関係機関からの情報入手

◇各出先機関からの報告及び災害現地への職員派遣

◇県消防防災ヘリコプタ－、県警ヘリコプタ－による情報収集及び

画像・映像伝送

◇防災行政無線システム（高所カメラ）による情報収集及び画像伝送

◇県災害調査用ドローンによる情報収集及び画像伝送

◇衛星通信システムによる画像伝送

◇衛星画像による情報収集（宇宙航空研究開発機構(JAXA)との連携）

◇必要に応じ自衛隊の航空機等による偵察

◇勤務時間外にあっては、職員の登庁途上での目視

（３）必要な情報の種類 （例）

○災害の概況

◇発生場所 ◇発生日時 ◇災害種別

○被害の状況

◇人的被害、住居被害など

◇ライフラインの被害状況

○応急対策の状況

◇応援の必要性

県、市町村等の防災関係機関は、災害発生時に相互に連携し、被害情報

を早期に収集して被害規模を把握します。また、応急対策実施に必要な情

報を他の防災関係機関等に伝達します。
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第８節 避難活動等

１ 実施責任者

市町村、県、警察、海上保安部、自衛隊

２ 実施内容

○避難指示等の根拠法と実施責任者

◇災害対策基本法（市町村、県、警察、海上保安部）

◇地すべり等防止法（県）

◇水防法（県、水防管理者）

◇警察官職務執行法（警察）

◇自衛隊法（自衛隊）

８－１ 住民の自主的な避難

○住民は、災害発生時には、予め市町村、自主防災組織等で決めた避難

の目安を使い、自主的に避難します。

８－２ 広報

○市町村は、予め定めた広報の計画により、気象予警報の発表や雨量等

の観測情報を住民に広報します。

８－３ 緊急的な避難誘導

○集中豪雨など突発的な災害が発生し、市町村の体制が整う前に危険が

目前に迫っているとき、消防団は予め定めた避難誘導計画により住民

を避難誘導します。

８－４ 避難指示等（「避難指示」、「緊急安全確保」又は「高齢者等避難」）

（１）災害対策基本法に基づく「避難指示」又は「緊急安全確保」

○市町村は、次の内容を明示して、避難指示又は緊急安全確保を発令し

災害発生時に危険から逃れるために、住民自らが自主的に避難すること

を基本とします。

市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生

命又は身体を災害から保護し、その他の災害の拡大を防止するため特に必

要があると認めたときは、高齢者等避難、避難指示又は緊急安全確保を速

やかに発令し、避難誘導を行います。

市町村は、災害対策本部の置かれる本庁舎等において十分な状況把握が

行えない場合は、指示等を行うための判断を風水害の被災地近傍の支所等

において行うなど、適時適切な避難誘導に努めます。

市町村が実施できない場合には、県等が代行して避難指示等を発令します。

また、避難の必要がなくなった時は速やかにその旨を伝えます。
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ます。

◇避難を必要とする理由

◇対象となる地域

◇避難する場所

◇注意事項（避難経路の危険性、避難方法など）

○住民の積極的な避難行動に繋がるよう、警戒レベルを用いるとともに、

危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫します。

○避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、

安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、

ハザードマップ等を踏まえ、避難場所等への移動を行うことがかえっ

て危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「屋

内安全確保」を行うことや、「緊急安全確保」を行うべきことについ

て、日頃から周知に努めます。

○県は、市町村が適切に避難指示又は緊急安全確保を発令できるよう、

必要な情報の提供と積極的な助言により、市町村を支援します。

○市町村は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバ

イザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行います。

（２）「高齢者等避難」

○市町村は、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する避難行動要支援

者に対して、あらかじめ定めた判断基準に基づき、警戒レベルを用い

て、早めの段階で高齢者等避難を発令します。

○県は、市町村が適切に高齢者等避難を発令できるよう、必要な情報を

提供することにより、市町村を支援します。

（３）避難誘導等

○市町村は、避難指示等を発令したときは、警察や消防機関の協力を得

て、あらかじめ定めた避難誘導計画に基づき、迅速に住民の避難を実

施します。

○県及び市町村は、避難指示等を夜間に発令する可能性がある場合には、

避難行動をとりやすい時間帯における情報の提供に努めます。

８－５ 県水防計画に基づく避難のための立ち退き

（１）市町村長の指示

○市町村が自ら管轄する堤防等が破堤した場合又は破堤の危険に瀕した

場合、市町村長は、直ちに必要と認める区域の住民に対し立ち退き又

はその準備を指示します。

○市町村長は当該区域を所轄する警察署長に通知します。

○市町村長は、実施した内容を県に報告します。

（２）知事又はその命を受けた職員の指示

○洪水又は高潮等により非常に危険が切迫し人命の保護その他災害の拡

大防止等のため必要が認められたとき、知事又はその命を受けた職員
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ます。

◇避難を必要とする理由

◇対象となる地域

◇避難する場所

◇注意事項（避難経路の危険性、避難方法など）

○住民の積極的な避難行動に繋がるよう、警戒レベルを用いるとともに、

危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫します。

○避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、

安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、

ハザードマップ等を踏まえ、避難場所等への移動を行うことがかえっ

て危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、「屋

内安全確保」を行うことや、「緊急安全確保」を行うべきことについ

て、日頃から周知に努めます。

○県は、市町村が適切に避難指示又は緊急安全確保を発令できるよう、

必要な情報の提供と積極的な助言により、市町村を支援します。

○市町村は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバ

イザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行います。

（２）「高齢者等避難」

○市町村は、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する避難行動要支援

者に対して、あらかじめ定めた判断基準に基づき、警戒レベルを用い

て、早めの段階で高齢者等避難を発令します。

○県は、市町村が適切に高齢者等避難を発令できるよう、必要な情報を

提供することにより、市町村を支援します。

（３）避難誘導等

○市町村は、避難指示等を発令したときは、警察や消防機関の協力を得

て、あらかじめ定めた避難誘導計画に基づき、迅速に住民の避難を実

施します。
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は、危険地域の居住者に対し立ち退きを指示します。

８－６ 避難指示等の伝達方法

○同報無線、有線放送、ＣＡＴＶ等により周知徹底します。

周知徹底のため、知事は、必要に応じ「災害時における放送要請に関

する協定」（附属資料）に基づき報道機関に放送を要請します。

○要配慮者自身が情報を取得できるよう、多様な手段を活用して伝達し

ます。

８－７ 警戒区域の設定

○災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の

生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、市町村長は、災害対策基本法に基づく警戒区域を設定します。

８－８ 避難所の運営

１ 実施責任者

市町村

（災害救助法が適用された場合は県及びその権限を委任された市町村）

２ 実施内容

○避難所の被害状況を早急に把握します。

○避難所を迅速に開設し、周知徹底します。また、特定の避難所に避難

者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、ホームページ等にて

混雑状況を周知する等、避難の円滑化に努めます。

○福祉避難所においては、受入れを想定していない避難者が避難してく

ることがないよう、必要に応じて、受入れ対象者を特定して公示しま

す。

○災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設す

るよう努めます。

○避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよ

う、避難所の開設状況等を県を通じて国と共有するよう努めます。

○避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッド

を設置するよう努めるとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況

等の把握に努め、必要な対策を講じます。

○避難者の健康管理、プライバシーの保護、要配慮者の特性や男女のニ

ーズの違い等多様な視点に配慮した避難所の運営に努めます。

〇避難所での生活に配慮が必要な方のために、避難所内に福祉避難スペ

ースを設置するとともに、状況によっては、福祉避難所等への移動を

調整します。

○避難所等が確保できない場合は、県内の他市町村及び県に支援を要請

することとします。なお、県は、県内で避難所等が確保できない場合
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は、他の県及び国に支援を要請することとします。

○在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在

宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めます。

○やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペー

スを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めま

す。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めます。

○災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必

要に応じて、民間賃貸住宅、旅館、ホテル等への移動を避難者に促し

ます。

○避難生活に不足する物資の調達を行います。

○避難所は、避難者の協力を得て、運営を図ります。

○避難者の総合的な相談窓口を設置します。

○避難生活が長期化することに備え、避難者の健康状態を把握し、健康相

談、栄養指導、心のケアを含め対策を行います。

○避難所に滞在することができない被災者の規模、分布の把握を行い、

避難所外の被災者に対しても、必要な物資の配布、トイレや入浴設備

等の利用受入れ、保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等によ

り、生活環境の確保が図られるよう努めます。

○避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れる

とともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の

把握に努めます。

○必要に応じ、被災者支援等の観点から避難所における家庭動物のため

のスペースや飼育用のゲージ等の飼養に関する資材の確保に努めると

ともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、

連携に努めます。

○必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するととも

に、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレ

の設置に配慮するよう努めます。

○避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生

管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な

措置を講じるよう努めます。

○感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部

局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めます。ま

た、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部

局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有します。
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は、他の県及び国に支援を要請することとします。

○在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在

宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めます。

○やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペー

スを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めま

す。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車

中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めます。

○災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等に鑑み、必

要に応じて、民間賃貸住宅、旅館、ホテル等への移動を避難者に促し

ます。

○避難生活に不足する物資の調達を行います。

○避難所は、避難者の協力を得て、運営を図ります。

○避難者の総合的な相談窓口を設置します。

○避難生活が長期化することに備え、避難者の健康状態を把握し、健康相

談、栄養指導、心のケアを含め対策を行います。

○避難所に滞在することができない被災者の規模、分布の把握を行い、

避難所外の被災者に対しても、必要な物資の配布、トイレや入浴設備

等の利用受入れ、保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等によ

り、生活環境の確保が図られるよう努めます。

○避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れる

とともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の

把握に努めます。

○必要に応じ、被災者支援等の観点から避難所における家庭動物のため

のスペースや飼育用のゲージ等の飼養に関する資材の確保に努めると

ともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、

連携に努めます。

○必要に応じ、仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置するととも

に、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレ

の設置に配慮するよう努めます。

○避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生

管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な

措置を講じるよう努めます。

○感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部

局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めます。ま

た、自宅療養者等が避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部

局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有します。
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○避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バラン

スのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、

福祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めます。

○食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、自主防災

組織、避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等の

外部支援者等の協力が得られるよう努めます。

○避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協

力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意し

ます。

○避難所の運営に関し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつ

つ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に

早期に移行できるよう、その立ち上げを支援します。

８－９ 広域避難

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

○市町村は、災害の予測規模、避難者数等にかんがみ、当該市町村の区

域外への広域的な避難、指定避難所及び指定緊急避難場所の借受が必

要であると判断した場合において、県内の他の市町村への避難につい

ては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への避難につい

ては県に対し他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急

を要すると認めるときは、知事に報告した上で、自ら他の都道府県内

の市町村に協議することができます。

○県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行い

ます。

○市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広

域避難の用に供することについても定めるなど、他の市町村からの避

難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう

努めます。

○地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、関係者間で適

切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めます。
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第１２節 社会秩序維持活動等

１ 実施責任者

警察

２ 実施内容

（１）任務

ア）気象情報、その他災害関連情報の収集及び伝達

イ）被災者の救出、救護及び行方不明者の捜索

ウ）被害実態の把握

エ）住民の避難誘導

オ）緊急交通路確保等の交通規制

カ）遺体の検視・検案及び身元不明遺体の身元調査

キ）民心の安定を図るための広報及び相談受理等の諸施策

ク）被災地の各種犯罪の予防検挙

ケ）災害に便乗した犯罪の取締り

コ）関係機関の行う災害救助及び災害応急措置等に対する支援及び協力

サ）その他必要な警察活動

（２）警備体制

警察本部に高知県警察災害警備本部、被災地を管轄する警察署ごとに署

災害警備本部を設置します。

（３）社会秩序の維持活動

○被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡

回を行います。

○悪質商法、窃盗等被災地で発生しがちな犯罪の取締りを重点的に行いま

す。

警察は、風水害等の災害発生時に、県民の生命及び財産を保護し、治安

を維持するための警察活動を行います。
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第１２節 社会秩序維持活動等

１ 実施責任者

警察

２ 実施内容

（１）任務

ア）気象情報、その他災害関連情報の収集及び伝達

イ）被災者の救出、救護及び行方不明者の捜索

ウ）被害実態の把握

エ）住民の避難誘導

オ）緊急交通路確保等の交通規制

カ）遺体の検視・検案及び身元不明遺体の身元調査

キ）民心の安定を図るための広報及び相談受理等の諸施策

ク）被災地の各種犯罪の予防検挙

ケ）災害に便乗した犯罪の取締り

コ）関係機関の行う災害救助及び災害応急措置等に対する支援及び協力

サ）その他必要な警察活動

（２）警備体制

警察本部に高知県警察災害警備本部、被災地を管轄する警察署ごとに署

災害警備本部を設置します。

（３）社会秩序の維持活動

○被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的な巡

回を行います。

○悪質商法、窃盗等被災地で発生しがちな犯罪の取締りを重点的に行いま

す。

警察は、風水害等の災害発生時に、県民の生命及び財産を保護し、治安

を維持するための警察活動を行います。

- -
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配慮した食料の確保等に努めます。

○不足する分は、県に要請を行います。

○県は、必要量を県内関係団体に出荷の要請をします。

ウ）炊き出し

○市町村は、地域住民、自主防災組織、ボランティアなどと協力

して炊き出しを実施します。

○必要に応じて日本赤十字社高知県支部に応援を要請するものと

します。

（２）緊急食料の配布

ア）配布方法

○市町村は、対象者、配布内容、配布場所、配布時間を明らかにし

た配布計画を作成し、被災者及び関係者に周知します。

○配布にあたっては、地域住民、自主防災組織、ボランティア等の

協力を得て、迅速、正確、公平に配布します。

特に、要配慮者への配布には食料の内容に配慮します。

１３－３ 生活必需品等の調達、供給活動

１ 実施責任者

市町村

（災害救助法が適用された場合は、県及びその権限を委任された市町村）

２ 実施内容

○被災者の生活の維持のため必要な燃料、毛布等の生活必需品等を調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行います。その際には、

要配慮者の特性や、男女のニーズ等様々な視点に配慮します。

○被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏

まえ、時宜を得た物資の調達に留意します。

○在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が供与されるよ

う努めます。

○自らの市町村内で調達できない場合は、不足分を県に要請します。

○県は、発生後適切な時期において、県が所有する備蓄物資及び関係

機関との協定等により調達可能な物資について、主な品目別に確認

するものとします。

○市町村は、必要に応じて日本赤十字社高知県支部に毛布等の配布を

要請します。

○県は、県内市町村における備蓄量について把握し、必要に応じ市町

村間のあっせん調整を実施します。

○県は、県内で不足する物資の数量について把握し、被災の状況を勘

案し、必要に応じ、国等に対して調達、供給の要請を行います。



121

第３編第１章

- 120 -

配慮した食料の確保等に努めます。

○不足する分は、県に要請を行います。

○県は、必要量を県内関係団体に出荷の要請をします。

ウ）炊き出し

○市町村は、地域住民、自主防災組織、ボランティアなどと協力

して炊き出しを実施します。

○必要に応じて日本赤十字社高知県支部に応援を要請するものと

します。

（２）緊急食料の配布

ア）配布方法

○市町村は、対象者、配布内容、配布場所、配布時間を明らかにし

た配布計画を作成し、被災者及び関係者に周知します。

○配布にあたっては、地域住民、自主防災組織、ボランティア等の

協力を得て、迅速、正確、公平に配布します。

特に、要配慮者への配布には食料の内容に配慮します。

１３－３ 生活必需品等の調達、供給活動

１ 実施責任者

市町村

（災害救助法が適用された場合は、県及びその権限を委任された市町村）

２ 実施内容

○被災者の生活の維持のため必要な燃料、毛布等の生活必需品等を調

達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行います。その際には、

要配慮者の特性や、男女のニーズ等様々な視点に配慮します。

○被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏

まえ、時宜を得た物資の調達に留意します。

○在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難

者、所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が供与されるよ

う努めます。

○自らの市町村内で調達できない場合は、不足分を県に要請します。

○県は、発生後適切な時期において、県が所有する備蓄物資及び関係

機関との協定等により調達可能な物資について、主な品目別に確認

するものとします。

○市町村は、必要に応じて日本赤十字社高知県支部に毛布等の配布を

要請します。

○県は、県内市町村における備蓄量について把握し、必要に応じ市町

村間のあっせん調整を実施します。

○県は、県内で不足する物資の数量について把握し、被災の状況を勘

案し、必要に応じ、国等に対して調達、供給の要請を行います。

- -
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○市町村は、警察、海上保安部等の協力のもと遺体を捜索します。

○警察等は、遺体を発見した場合又は遺体発見の届出を受けた場

合は、関係法令の定めるところにより必要な措置を行うものとし

ます。

（２）遺体の検案

○遺体の検案は関係法令に基づき、原則として警察の検視班の指示

により市町村の設置する検案所で医師が行います。
迅速な検案を実施するため、検案所の環境整備を行うこととしま
す。身元確認作業等については、必要に応じ歯科医師の協力を得
るものとします。

○遺体の身元の識別又は埋葬が行われるまでの間、遺体は市町村の
設置する安置所において、一時安置することとします。
検案実施後、迅速に遺体を安置し、遺族への対応を円滑に行う必
要があるため、検案所は安置所と連動できる場所にします。

（３）遺体の埋葬

○火葬場や、柩等埋葬に関する手配を速やかに行います。

○県は、火葬場が不足する場合には、他県との調整を行います。

○亡くなられた方の遺族が埋葬を行うことが困難な場合又は遺族が

いない場合は、応急的に火葬又は埋葬を行うこととします。

○遺族が判明していない場合の遺骨は、寺院等に一時保管を依頼す

ることとします。

また、遺骨の引き取り者のない場合は、無縁墓地に埋葬又は納骨

堂に収蔵することとします。

１３－９ 犬、猫、特定動物等の保護及び管理

１ 実施責任者

県、市町村、住民及び民間団体

２ 実施内容

○災害の発生に伴う動物の保護及び危害防止に対応するため、県、市

町村、住民等による協力体制を確立します。

（１）県の活動

○広域的に被害動物を把握し、民間団体等と協力して動物救護本部

を立ち上げ、動物救護施設を開設します。

○逸走した特定動物については、危害の発生防止に努めます。

（２）市町村の活動

○避難所、仮設住宅へのペット同行避難者の受け入れを支援します。

○地域における被害動物相談及び災害死した動物の処理を行いま

す。
○動物救護本部が動物救護施設を市町村内で開設する場合は建物又

は用地の確保等に協力します。
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第１７節 要配慮者対策

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

○民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要

配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について市町村に提供

します。

○避難誘導、避難所での生活環境、応急仮設住宅への供与に当たっては、要

配慮者に十分配慮します。特に避難所での健康状態の把握、福祉施設職員

等の応援体制の整備、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け

応急仮設住宅の設置に努めます。

○要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段

の確保に努め、要配慮者に向けた情報の提供に十分配慮します。

○災害時においても、地域全体として必要な福祉サービスが維持できるよう

に、市町村は、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア

団体等と調整して代替的な方法等を検討します。

○市町村及び市町村から避難行動要支援者名簿の提供を受けた者は、当該名

簿を活用し、避難のための情報伝達、避難行動要支援者の避難支援・安否

確認、避難場所等の責任者への引継ぎなどを行います。

○県は（公財）高知県国際交流協会と共同で「高知県災害多言語支援センタ

ー」を開設し、災害等に関する多言語での情報発信や、外国人等からの相

談・問い合わせへの対応等を行います。

災害発生時において、要配慮者への十分な配慮及び対策を行います。
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第１７節 要配慮者対策

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

○民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要

配慮者の居場所や安否の確認に努め、把握した情報について市町村に提供

します。

○避難誘導、避難所での生活環境、応急仮設住宅への供与に当たっては、要

配慮者に十分配慮します。特に避難所での健康状態の把握、福祉施設職員

等の応援体制の整備、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け

応急仮設住宅の設置に努めます。

○要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段

の確保に努め、要配慮者に向けた情報の提供に十分配慮します。

○災害時においても、地域全体として必要な福祉サービスが維持できるよう

に、市町村は、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア

団体等と調整して代替的な方法等を検討します。

○市町村及び市町村から避難行動要支援者名簿の提供を受けた者は、当該名

簿を活用し、避難のための情報伝達、避難行動要支援者の避難支援・安否

確認、避難場所等の責任者への引継ぎなどを行います。

○県は（公財）高知県国際交流協会と共同で「高知県災害多言語支援センタ

ー」を開設し、災害等に関する多言語での情報発信や、外国人等からの相

談・問い合わせへの対応等を行います。

災害発生時において、要配慮者への十分な配慮及び対策を行います。
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第１８節 災害応急金融対策

１ 実施責任者

四国財務局高知財務事務所

日本銀行高知支店

金融機関等

２ 実施内容

（１）現金供給の確保及び決済の機能の維持

○金融当局は、現金の供給安定と決済機能維持のための必要な措置を講じ

ます。

○関係行政機関は、現金輸送における警備、通信の確保等において支援し

ます。

（２）金融機関の業務運営の確保

○被災金融機関は、営業の早期再開のための必要な措置を講じます。

○金融当局及び関係行政機関は、これを支援します。

（３）非常金融措置の実施

○国（四国財務局高知財務事務所）は、県から災害救助法を適用した旨の

情報を得た後、日本銀行高知支店と協議のうえ、金融機関に対して次の

ような非常措置をとるよう要請します。

○報道機関は、非常措置について県民に周知徹底することに協力すること

とします。

◇営業時間の延長、休日臨時営業等

◇預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出の実行等についての特別取扱い

◇被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持ち出し、不渡処分猶予等

◇損傷銀行券及び貨幣の引き換えに関する必要な措置

関係機関が密接な連携を取りながら、金融機関の円滑な業務の遂行を確

保するために必要な措置を講じます。
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第１９節 災害応急融資

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

（１）農林漁業災害資金

○市中金融機関、(株)日本政策金融公庫及び農林中央金庫等による貸付を

行います。また、一定の条件を満たす場合、県単独制度による利子補給

補助を行います。

（２）中小企業復興資金

○市中金融機関、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫及び

県単独制度による貸付等と信用保証協会による保証を行います。

（３）災害復興住宅建設等資金

○独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき融資を行います。

（４）被災私立学校災害復旧資金

○被災私立学校に対する資金対策として、日本私立学校振興･共済事業団

による貸付を行います。

（５）被災医療機関等に対する災害復旧資金

○独立行政法人福祉医療機構法による貸付を行います。

（６）母子父子寡婦福祉資金

○母子及び父子並びに寡婦福祉法により償還金の支払猶予の対策を行いま

す。

被害を受けた事業者等に融資、貸付け等を行います。
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第１９節 災害応急融資

１ 実施責任者

各機関

２ 実施内容

（１）農林漁業災害資金

○市中金融機関、(株)日本政策金融公庫及び農林中央金庫等による貸付を

行います。また、一定の条件を満たす場合、県単独制度による利子補給

補助を行います。

（２）中小企業復興資金

○市中金融機関、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫及び

県単独制度による貸付等と信用保証協会による保証を行います。

（３）災害復興住宅建設等資金

○独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき融資を行います。

（４）被災私立学校災害復旧資金

○被災私立学校に対する資金対策として、日本私立学校振興･共済事業団

による貸付を行います。

（５）被災医療機関等に対する災害復旧資金

○独立行政法人福祉医療機構法による貸付を行います。

（６）母子父子寡婦福祉資金

○母子及び父子並びに寡婦福祉法により償還金の支払猶予の対策を行いま

す。

被害を受けた事業者等に融資、貸付け等を行います。

- -
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シ）危険物等の保安、除去

自衛隊の能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等の保安措置

及び除去

ス）その他

その他知事が必要と認める事項

第２節 災害派遣要請の手続き

○知事は、自衛隊法及び自衛隊法施行令並びに自衛隊との協定書に基づ

き、陸上自衛隊第１４旅団長に自衛隊の派遣を要請します。

○自衛隊の自主派遣が実施された後でも、知事が派遣要請を行うことに

より、その時点から知事の要請に基づく派遣とします。

○知事は、災害派遣要請の可能性が高いときは、自衛隊に連絡員の派遣

を求めます。

○市町村長は、災害派遣を必要と判断した場合、知事に対し派遣を要請

します。この場合において、市町村長は、必要に応じて、その旨及び

当該市町村の地域に係る災害の状況を自衛隊に通知するものとしま

す。

○市町村長は、特に緊急を要し、知事に要請出来ないときには、速やか

に最寄りの自衛隊に状況を連絡します。

○知事の要請、市町村長の連絡は文書によりますが、いとまがないとき

は、電信・電話等で行い、事後速やかに文書を提出します。

○要請等文は、次の事項を記載します。

ア）災害の状況及び派遣を要請する事由

イ）派遣を希望する期間

ウ）派遣を希望する区域及び活動内容

エ）その他参考となるべき事項

○県、市町村、自衛隊との連絡体制は、県が中心となって調整します。

－要請を待たないで行う災害派遣（自主派遣）等－

○自衛隊は、震度５弱以上の地震発生の情報を得た場合は、自ら情報収集を

行い、県等防災関係機関に伝達することとします。

○状況から、特に緊急を要し、知事等の要請を待ついとまがないと認められ

るときは、自主的に部隊を派遣するものとします。

この場合においても、出来る限り早急に知事と連絡を取ることとします。

○自主派遣の基準は次のとおりです。

ア）災害に関する情報を関係機関に提供する必要が認められるとき

イ）直ちに救援の措置を取る必要が認められるとき

ウ）自衛隊の実施すべき救助活動が人命に関すると認められるとき

エ）その他上記に準じ、知事等からの要請を待ついとまがないと認められ
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シ）危険物等の保安、除去

自衛隊の能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等の保安措置

及び除去

ス）その他

その他知事が必要と認める事項

第２節 災害派遣要請の手続き

○知事は、自衛隊法及び自衛隊法施行令並びに自衛隊との協定書に基づ

き、陸上自衛隊第１４旅団長に自衛隊の派遣を要請します。

○自衛隊の自主派遣が実施された後でも、知事が派遣要請を行うことに

より、その時点から知事の要請に基づく派遣とします。

○知事は、災害派遣要請の可能性が高いときは、自衛隊に連絡員の派遣

を求めます。

○市町村長は、災害派遣を必要と判断した場合、知事に対し派遣を要請

します。この場合において、市町村長は、必要に応じて、その旨及び

当該市町村の地域に係る災害の状況を自衛隊に通知するものとしま

す。

○市町村長は、特に緊急を要し、知事に要請出来ないときには、速やか

に最寄りの自衛隊に状況を連絡します。

○知事の要請、市町村長の連絡は文書によりますが、いとまがないとき

は、電信・電話等で行い、事後速やかに文書を提出します。

○要請等文は、次の事項を記載します。

ア）災害の状況及び派遣を要請する事由

イ）派遣を希望する期間

ウ）派遣を希望する区域及び活動内容

エ）その他参考となるべき事項

○県、市町村、自衛隊との連絡体制は、県が中心となって調整します。

－要請を待たないで行う災害派遣（自主派遣）等－

○自衛隊は、震度５弱以上の地震発生の情報を得た場合は、自ら情報収集を

行い、県等防災関係機関に伝達することとします。

○状況から、特に緊急を要し、知事等の要請を待ついとまがないと認められ

るときは、自主的に部隊を派遣するものとします。

この場合においても、出来る限り早急に知事と連絡を取ることとします。

○自主派遣の基準は次のとおりです。

ア）災害に関する情報を関係機関に提供する必要が認められるとき

イ）直ちに救援の措置を取る必要が認められるとき

ウ）自衛隊の実施すべき救助活動が人命に関すると認められるとき

エ）その他上記に準じ、知事等からの要請を待ついとまがないと認められ
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るとき

第３節 派遣部隊の受入体制

○知事及び市町村長は、災害派遣が決定されたとき、派遣部隊の活動に

必要な資機材や施設、連絡体制の準備など受入体制を整えます。

第４節 派遣部隊の業務及び撤収等

（１）派遣部隊の業務

○派遣部隊は、関係機関と連携を密にし、主として人命及び財産の保護

のため活動を行うこととします。

（２）派遣部隊の撤収

○市町村長は、災害派遣の目的が達成されたとき又は必要がなくなった

ときは、速やかに知事に対して撤収要請を行います。

○知事は、当該市町村及び自衛隊と協議し、派遣の必要がなくなったと

認めたときは、文書をもって撤収の要請をします。

ただし、手続き上で日数を要するときは、口頭又は電話等によって依

頼し、その後速やかに文書を提出します。

○撤収の要請文は、次の事項を記載します。

ア）災害の終末又は推移の状況

イ）撤収を要する部隊・人員・船舶・航空機等の概数

ウ）撤収日時

エ）その他必要事項

○派遣命令者は、派遣部隊の撤収を命じた場合は、その旨を知事に通知

することとします。

（３）使用資機材の準備及び経費の負担区分

○自衛隊は、派遣部隊等の給食・装備器材、被服等の作業整備更新に要

する経費及び災害地への往復に要する経費を負担することとします。

（ただし、離島に対するフェリーの経費を除く。）

○県及び市町村は、活動のための資機材、宿泊施設等の借上げ料及び光

熱水費、通信運搬費、消耗品費等に要する経費を負担することとします。

（４）災害救助のための無償貸与及び譲渡

〔無償貸与〕

○自衛隊は、期限を定め応急復旧時に必要な物品を貸し付けることが出

来ます。

○期限は次のとおりです。

◇災害救助法による救助を受けられるまでの期間

◇災害救助のため必要な期間（３ヶ月以内）
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